
�愛媛県条例第３４号
西条市の設置に伴う関係条例の整備に関する条例を次のよ

うに公布する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

西条市の設置に伴う関係条例の整備に関する条例

（家畜保健衛生所条例の一部改正）

第１条 家畜保健衛生所条例（昭和２５年愛媛県条例第３９号）

の一部を次のように改正する。

別表愛媛県西条家畜保健衛生所の項管轄区域の欄中「、

東予市、」を「及び」に改め、「及び周桑郡」を削る。

（愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例の一部改正

）

第２条 愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例（昭和

２９年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

別表愛媛県西条警察署の項位置の欄中「西条市」を「西

条市新田」に改め、同項管轄区域の欄中「一円」を「のう

ち愛媛県東予警察署及び愛媛県今治警察署の管轄区域を除

く区域」に改め、「周桑郡小松町のうち大字石鎚（字戸石

、字湯浪、字途中の川を除く。）」を削り、同表愛媛県東

予警察署の項位置の欄中「東予市」を「西条市壬生川」に

改め、同項管轄区域の欄を次のように改める。

西条市のうち明理川、石田、石延、今在家、円海寺、

大新田、大野、上市、河之内、河原津（東予集団施設

地区を除く。）、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒

谷、桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江

、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津

屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用

出作、吉田、丹原町、小松町（石鎚（字戸石、字湯浪

及び字途中の川を除く。）を除く。）

別表愛媛県今治警察署の項管轄区域の欄中「東予市河原

津」を「西条市河原津」に改める。

（愛媛県地域農業改良普及センターの位置、名称及び管轄

区域を定める条例の一部改正）

第３条 愛媛県地域農業改良普及センターの位置、名称及び

管轄区域を定める条例（昭和３３年愛媛県条例第４８号）の一

部を次のように改正する。

別表西条中央地域農業改良普及センターの項管轄区域の

欄中「、東予市、」を「及び」に改め、「及び周桑郡」を

削る。

（愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

）

第４条 愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和

３９年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

別表第１愛媛県養鶏試験場の項目的の欄中「行なう」を

「行う」に改め、同項位置の欄中「東予市」を「西条市」

に改める。

別表第２愛媛県東予児童相談所の項所轄区域の欄中「、

東予市」及び「、周桑郡」を削り、同表愛媛県西条中央保

健所の項同欄中「、東予市及び周桑郡」を削り、同表西条

中小企業労働相談所の項同欄中「、東予市、」を「及び」

に改め、「及び周桑郡」を削り、同表愛媛県西条家畜保健

衛生所の項同欄中「、東予市、」を「及び」に改め、「及

び周桑郡」を削る。

（愛媛県屋外広告物条例の一部改正）

第５条 愛媛県屋外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号

）の一部を次のように改正する。

別表周桑郡の項を削る。

（愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部改正）

第６条 愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛

媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項第３号の表愛媛県壬生川地区土地造成事業

の項位置の欄中「東予市」を「西条市」に改める。

（愛媛県公害防止条例の一部改正）

第７条 愛媛県公害防止条例（昭和４４年愛媛県条例第２３号）

の一部を次のように改正する。

別表第１ ３の項区域の欄中「、西条市」を「及び西条

市」に、「港新地」を「港」に、「神拝甲、神拝乙」を「

神拝」に、「古川甲、古川乙」を「古川」に、「中西」を

「、中西」に、「洲之内甲、洲之内乙」を「洲之内」に、

「楢ノ木」を「楢木」に、「及び氷見丙に限る。）、東予

市（河之内及び黒谷を除く。）、周桑郡小松町」を「氷見

丙、明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野

、上市、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、桑村、

実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生

川、広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津

屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田、小松町」に

、「及び周桑郡丹原町」を「並びに丹原町」に改め、「石

経に限る。）」の下に「に限る。）」を加える。
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別表第３�の表地域の欄中「、東予市、」を「及び」に
改め、「、小松町及び丹原町」を削る。

（愛媛県保健所設置条例の一部改正）

第８条 愛媛県保健所設置条例（昭和５１年愛媛県条例第８号

）の一部を次のように改正する。

別表１の表愛媛県西条中央保健所の項所管区域の欄中「

、東予市、」を「及び」に改め、「及び周桑郡」を削る。

（愛媛県地方局設置条例の一部改正）

第９条 愛媛県地方局設置条例（昭和５５年愛媛県条例第１号

）の一部を次のように改正する。

別表西条地方局の項所管区域の欄中「、東予市、」を「

及び」に改め、「及び周桑郡」を削る。

（愛媛県児童相談所設置条例の一部改正）

第１０条 愛媛県児童相談所設置条例（平成１２年愛媛県条例第

１８号）の一部を次のように改正する。

別表愛媛県東予児童相談所の項所管区域の欄中「、東予

市」及び「、周桑郡」を削る。

附 則

この条例は、平成１６年１１月１日から施行する。
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�愛媛県条例第３５号
愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

を次のように公布する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例

愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例

第１１号）の一部を次のように改正する。

別表３０の項事務の欄第２号中「第３１条の２第２項第１２号ハ

」を「第３１条の２第２項第１３号ハ」に改め、同項同欄第３号

中「第６２条の３第４項第１２号ハ」を「第６２条の３第４項第１３

号ハ」に改め、同表３２の項同欄第２号中「第３１条の２第２項

第１２号ハ」を「第３１条の２第２項第１３号ハ」に改め、同項同

欄第３号中「第６２条の３第４項第１２号ハ」を「第６２条の３第

４項第１３号ハ」に改め、同表４０の項同欄中「医療用具」を「

第６号から第９号まで及び第１１号の事務については、医療機

器」に改め、同項同欄第１号中「届出の受理」を「高度管理

医療機器等の販売業及び賃貸業の許可」に改め、同項同欄第

７号を同項同欄第１８号とし、同項同欄第６号中「停止命令」

を「許可の取消し等」に改め、同号を同項同欄第１１号とし、

同号の次に次の６号を加える。

� 法第７６条の規定に基づく高度管理医療機器等の販売

業及び賃貸業の許可の更新を拒否する場合の弁明等の

機会の付与に関する事務

� 薬事法施行令（昭和３６年政令第１１号。以下この項に

おいて「政令」という。）第４４条第１項の規定に基づ

く高度管理医療機器等の販売業及び賃貸業の許可証の

交付に関する事務

� 政令第４５条第１項の規定に基づく高度管理医療機器

等の販売業及び賃貸業の許可証の書換え交付に関する

事務

� 政令第４６条第１項の規定に基づく高度管理医療機器

等の販売業及び賃貸業の許可証の再交付に関する事務

� 政令第４６条第３項及び第４７条の規定に基づく高度管

理医療機器等の販売業及び賃貸業の許可証の返納の受

理に関する事務

� 政令第４８条の規定に基づく高度管理医療機器等の販

売業及び賃貸業の許可台帳の備付けに関する事務

別表４０の項事務の欄第５号中「第７２条第２項」を「第７２条

第４項」に改め、「基づく」の下に「構造設備の」を加え、

同号を同項同欄第８号とし、同号の次に次の２号を加える。

� 法第７２条の３の規定に基づく業務運営改善等の措置

命令に関する事務

	 法第７３条の規定に基づく高度管理医療機器等の販売

業及び賃貸業の管理者の変更命令に関する事務

別表４０の項事務の欄第４号中「第７０条」を「第７０条第１項

」に、「措置命令等」を「廃棄等の措置命令」に改め、同号

を同項同欄第７号とし、同項同欄第３号を同項同欄第６号と

し、同項同欄第２号中「第４０条」を「第４０条第１項」に改め

、「基づく」の下に「高度管理医療機器等の販売業及び賃貸

業の」を加え、同号を同項同欄第４号とし、同号の次に次の

１号を加える。


 法第４０条第２項において準用する法第１０条の規定に

基づく管理医療機器の販売業及び賃貸業の廃止等の届

出の受理に関する事務

別表４０の項事務の欄第１号の次に次の２号を加える。

� 法第３９条第４項の規定に基づく高度管理医療機器等

の販売業及び賃貸業の許可の更新に関する事務

� 法第３９条の３第１項の規定に基づく管理医療機器の

販売業及び賃貸業の届出の受理に関する事務

附 則

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、

別表３０の項及び３２の項の改正規定並びに次項の規定は、公

布の日から施行する。

２ この条例の施行前に薬事法及び採血及び供血あつせん業

取締法の一部を改正する法律（平成１４年法律第９６号）附則

第１７条第２項の規定に基づき行うことができる同法第２条

の規定による改正後の薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第

３９条第１項の許可の手続に関する事務は、保健所を設置す

る市が処理することとする。

�������
�愛媛県条例第３６号
愛媛県石油コンビナート等防災本部条例の一部を改正する

条例を次のように公布する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県石油コンビナート等防災本部条例の一部を改正

する条例

愛媛県石油コンビナート等防災本部条例（昭和５１年愛媛県

条例第２４号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２８条第８項」を「第２８条第９項」に改める。

附 則

この条例は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の

一部を改正する法律（平成１６年法律第６５号）の施行の日から

施行する。

愛 媛 県 報平成１６年１０月１５日 第１６０１号外１

２



�愛媛県条例第３７号
愛媛県自然海浜保全条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県自然海浜保全条例の一部を改正する条例

愛媛県自然海浜保全条例（昭和５５年愛媛県条例第３号）の

一部を次のように改正する。

第２条第２項第７号中「都市緑地保全法」を「都市緑地法

」に、「緑地保全地区」を「緑地保全地域及び特別緑地保全

地区」に改める。

附 則

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律（平

成１６年法律第１０９号）の施行の日から施行する。

�������
�愛媛県条例第３８号
愛媛県薬事審議会条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正

する条例を次のように公布する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県薬事審議会条例及び愛媛県手数料条例の一部を

改正する条例

（愛媛県薬事審議会条例の一部改正）

第１条 愛媛県薬事審議会条例（昭和３８年愛媛県条例第３０号

）の一部を次のように改正する。

第１条中「第４条第１項」を「第３条第１項」に改める

。

（愛媛県手数料条例の一部改正）

第２条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の

一部を次のように改正する。

別表２の表７２の項事務の欄中「第５条第１項」を「第４

条第１項」に改め、同表７３の項同欄中「第５条第２項」を

「第４条第２項」に改め、同表７９の項の次に次のように加

える。

７９の２ 薬事法第３９条第１

項の規定に基づく高度管

理医療機器等の販売業又

は賃貸業の許可の申請に

対する審査

高度管理医療機

器等の販売業又

は賃貸業の許可

申請手数料

２９，０００円

７９の３ 薬事法第３９条第４

項の規定に基づく高度管

理医療機器等の販売業又

は賃貸業の許可の更新の

申請に対する審査

高度管理医療機

器等の販売業又

は賃貸業の許可

更新申請手数料

１１，０００円

別表２の表８０の項事務の欄中「第３条第１項」を「第４５

条第１項」に改め、「販売業の許可証」の下に「、高度管

理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可証」を加え、

同項名称の欄中「医薬品販売業許可証」の下に「、高度管

理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可証」を加え、

同表８１の項事務の欄中「第４条第１項」を「第４６条第１項

」に改め、「販売業の許可証」の下に「、高度管理医療機

器等の販売業若しくは賃貸業の許可証」を加え、同項名称

の欄中「医薬品販売業許可証」の下に「、高度管理医療機

器等の販売業若しくは賃貸業の許可証」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、

次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。

（高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の許可の準備手

続に係る手数料の徴収）

２ この条例の施行前に薬事法及び採血及び供血あつせん業

取締法の一部を改正する法律（平成１４年法律第９６号）附則

第１７条第２項の規定に基づき行うことができる同法第２条

の規定による改正後の薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第

３９条第１項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又

は賃貸業の許可の申請に対する審査については、１件につ

き２９，０００円の手数料を徴収する。

３ 第２条の規定による改正後の愛媛県手数料条例（以下「

改正後の手数料条例」という。）第３条から第５条まで及

び第８条の規定は、前項の手数料について準用する。

４ 附則第２項の規定に基づき手数料を徴収した場合におい

ては、改正後の手数料条例別表２の表７９の２の項の規定に

かかわらず、同項の手数料は、徴収しない。

�������
�愛媛県条例第３９号
愛媛県地方障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条

例を次のように公布する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県地方障害者施策推進協議会条例の一部を改正す

る条例

第１条 愛媛県地方障害者施策推進協議会条例（平成６年愛

媛県条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第３０条第３項」を「第２４条第３項」に改める

。

第２条 愛媛県地方障害者施策推進協議会条例の一部を次の

ように改正する。

第１条中「第２４条第３項」を「第２６条第３項」に改める

。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規

定は、障害者基本法の一部を改正する法律（平成１６年法律第

８０号）附則第１条ただし書の政令で定める日から施行する。
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�愛媛県条例第４０号
愛媛県港湾管理条例の一部を改正する条例を次のように公

布する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県港湾管理条例の一部を改正する条例

愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）の一部

を次のように改正する。

第１条中「保全」の下に「並びに保安」を加える。

第４条の次に次の２条を加える。

（制限区域）
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第４条の２ 何人も、制限区域（国際航海船舶及び国際港湾

施設の保安の確保等に関する法律（平成１６年法律第３１号）

第３７条（同法第４１条第２項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、県が管理する国際水域施設（同法第２

条第４項に規定する国際水域施設をいう。）において立入

りを制限する必要があると認めて知事が設定した区域をい

う。以下同じ。）内に、正当な理由なく立ち入つてはなら

ない。

２ 知事は、制限区域を設定するときは、その旨及びその区

域を告示しなければならない。

３ 制限区域の設定は、前項の規定による告示によつてその

効力を生ずる。

４ 前２項の規定は、制限区域の解除及び変更について準用

する。

（入出港の届出）

第４条の３ 船舶（総トン数２０トン未満の日本船舶その他の

規則で定める船舶を除く。）が、県が管理する港湾に入港

したとき、又は当該港湾から出港しようとするときは、当

該船舶の船長は、規則で定めるところにより、知事に届け

出なければならない。

第１５条第３号の次に次の１号を加える。

�の２ 第４条の３の規定に基づく入出港の届出の受理に

関する事務

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条の次

に２条を加える改正規定（第４条の３に係る部分に限る。）

及び第１５条第３号の次に１号を加える改正規定は、公布の日

から起算して３０日を経過した日から施行する。
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�愛媛県条例第４１号
愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例

愛媛県県立学校設置条例（昭和３９年愛媛県条例第１２号）の

一部を次のように改正する。

別表２小松高等学校の項位置の欄中「周桑郡小松町」を「

西条市」に改め、同表東予高等学校の項同欄中「東予市」を

「西条市」に改め、同表丹原高等学校の項同欄中「周桑郡丹

原町」を「西条市」に改め、同表大島高等学校の項及び大三

島高等学校の項を削る。

附 則

この条例は、平成１６年１１月１日から施行する。ただし、別

表２大島高等学校の項及び大三島高等学校の項を削る改正規

定は、平成１７年４月１日から施行する。
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�愛媛県条例第４２号
愛媛県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議

員の数に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布

する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべ

き議員の数に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議

員の数に関する条例（平成６年愛媛県条例第３６号）の一部を

次のように改正する。

別表周桑郡選挙区の項を削り、同表西条市選挙区の項議員

数の欄中「２人」を「４人」に改め、同表東予市選挙区の項

を削る。

附 則

この条例は、平成１６年１１月１日から施行する。

平成１６年１０月１５日 印刷
平成１６年１０月１５日 発行
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